
胸区分変更後の自己負担限度額胸
自己負担限度額所得要件区　分

252,600円＋（総医療費－842,000円）
×1％（多数回該当140,100円）901万円超ア

167,400円＋（総医療費－558,000円）
×1％（多数回該当93,000円）

600万円超～
　　　　901万円以下

イ

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
（多数回該当44,400円）

210万円超～
　　　　600万円以下

ウ

57,600円（多数回該当44,400円）210万円以下エ

35,400円（多数回該当24,600円）
世帯主、同一世帯のすべ
ての国保加入者とも住民
税が非課税

オ

※所得要件については、同一世帯のすべての国保加入者の基礎控除後所得の合計を計算します。
※多数回該当とは、過去に12カ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の「4
回目以降」に適用される限度額です。

印西市役所緯碓42 5111　■ＨＰ http://www.city.inzai.lg.jp/
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国
保
・
年
金

12月2512月25日日牙牙はは国民健康保険国民健康保険税税・・
後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料・・介護保険料介護保険料のの

納期納期限限
　12月25日牙は、国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料の第6期および介護保険料の第5期納期限です。
納め忘れのないようにお願いします。口座振替をご利
用の人は、残高不足のないようご確認ください。
　納付が困難な場合は、そのままにせず下記窓口で納
付相談をしてください。
【保険税（料）が未納の場合】
　保険税（料）を未納のままにすると、各保険サービス
を利用する際に制限を受ける場合があります。
■問 【国民健康保険税について】国保年金課保険税班（緯
内線281～284）。
【後期高齢者医療保険料について】国保年金課高齢者医
療年金班（緯内線288・299）。
【介護保険料について】介護福祉課介護保険班（緯内線
277）。
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　障がい者を雇用する企業と就職活動を行う障がい者
の情報交換、出会いの場として「はたらくふれあい懇親
会」と、より多くのみなさんに障がい者福祉についての
関心と理解を深めてもらうための「いんざいアートフェ
ス2014」を開催します。
胸はたらくふれあい懇談会
■時 12月12日画・午後1時～午後4時。
■内 障がい者の就労に関する講演、シンポジウム。
胸いんざいアートフェス2014
■時 12月13日臥、14日蚊・午前10時～午後4時。
■内 絵画・手工芸などの展示など。
【共通】
■場 いずれもイオンモール千葉ニュータウン３階イオン
ホール（中央北）。
■問 障がい福祉課障がい福祉支援班（緯内線268)。

「はたらくふれあい懇親会「はたらくふれあい懇親会」」
「いんざいアートフェス2014」を開「いんざいアートフェス2014」を開催催
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　共同募金運動の一環として、
今年も12月1日から「みんなで
ささえあうあったかい地域づく
り」をスローガンに「歳末たすけ
あい募金」が始まります。
　この募金運動は、新たな年を
迎える時期に、支援を必要とす
る人たちが地域で安心して暮ら
すことができるよう、住民のみ
なさんの参加や理解を得てさま
ざまな福祉活動を展開するもの
です。
　今年も町内会や自治会を通じ
て、また市内の商業施設などで
街頭募金を実施しますので、ご
協力をお願いします。
■問 印西市社会福祉協議会（緯碓４２ 
0294）。

歳末たすけあい募金に
ご協力を


